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教員養成分野における専門職大学院の活用について

（専門職大学院ワーキンググループにおける審議経過（案 ））

Ⅰ．教員養成における専門職大学院制度の活用についての基本的な考え方

１．現在の教員養成システムについての基本的認識

○ 近年我が国では、学部段階の高等教育の広範な普及とともに 「知識基盤社会」の、

、 、 、 、 、到来や グローバル化 情報化 少子・高齢化など 社会構造が大きく変化しており

変化のスピードも速くなっている。そのため、社会の様々な分野において、専門的職

業能力を備えた人材が求められるようになっている。

○ 従来専門的職業の一つとして認められている教員についても、教育を取り巻く社会

状況がこれまでになく大規模かつ急激に変化し、また、子どもたちの学ぶ意欲の低下

や規範意識・自律心の低下、社会性の不足、いじめや不登校等の深刻な状況など、学

校教育が抱える課題が一層複雑化・多様化しており、このような変化や諸課題に対応

し得るより高度な専門性と豊かな人間性・社会性を備えた力量ある教員が求められる

ようになってきている。

○ このため、今後の教員養成の在り方としては、学部以下の段階で、教科指導や生徒

指導など教員としての基礎的・基本的な資質能力を確実に育成するとともに、大学院

段階で、現職教員の再教育も含め、特定分野に関する深い学問的知識・能力を有する

教員や、教職としての高度の実践力・応用力を備えた教員を幅広く養成していくこと

が重要である。

○ 他方、教員養成の実態については、関係審議会等から「教員養成に対する明確な理

念・目的意識が欠如 「体系的なカリキュラムの編成・実施が不備 「理論や講義が中」 」

心で、演習・実習等が不十分 「教職経験者による指導が少ない」など、学校現場の」

実態やニーズとの乖離が指摘されてきた。特に国立の教員養成学部については、学部

の目的・性格の明確化や機能の充実強化のために組織の再編統合等も提言された。

○ これらの指摘を受け、各大学では、例えば、教育実習の充実、学校・教育委員会等

との連携の強化、ボランティア等の体験活動の導入、学部組織の見直しなど、教育内

容、方法、体制等に係る様々な改善・工夫が重ねられてきており、更なる改革に向け

ての機運も醸成されつつあるが 現状では 学校現場での諸課題に対応し得る実践力・、 、

応用力を備えた教員の育成に、必ずしも十分に成功しているとは言い難い。

○ 特に大学院段階は、昭和５０年代以降いわゆる新教育大学が現職教員の再教育に道
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筋を付け、既存大学にも同様の目的の修士課程が整備されたが、我が国の大学院制度

が研究者養成と高度専門職業人養成との機能区分を曖昧にしてきたこともあり、また

実態面でも高度専門職業人養成の役割を果たす教育の展開が不十分であったことか

ら、教員養成分野でも、ともすれば個別分野の学問的知識・能力が過度に重視される

一方、学校現場での実践力・応用力など教職としての高度の専門性の育成がおろそか

になっており、本来期待された機能を十分に果たしていない。

○ このような教員養成の課題を踏まえ、教員養成システム全体の充実・強化を図って

いくためには、学部段階における教員養成の着実な改善・充実を図るとともに、とり

わけ大学院段階における養成・再教育の在り方を見直し、制度的な検討を含め、その

格段の充実を図ることが必要である。

２．教員養成分野における専門職大学院制度の活用の基本的な考え方

○ １．において述べたように、近年の社会の大きな変動の中で、様々な専門的職種や

領域において、大学院段階において養成されるより高度な専門的職業能力を備えた人

材が求められており、こうした社会的要請を踏まえ、従来、研究者養成と高度専門職

業人養成の機能が渾然一体で不分明だった我が国の大学院制度について、諸機能を明

確に区分し、各機能にふさわしい教員組織、教育内容・方法等を整えることにより、

全体としての機能強化を図る方向で制度の見直しが進められている。

○ その見直しの一環として、平成１５年度に、従来の大学院制度とは異なり、目的、

教育内容、指導方法、指導スタッフ、修了要件、学位等を高度専門職業人の養成に特

化した「専門職大学院」制度が創設された。これを契機に、各分野における既設の大

学院の機能や組織体制の見直しが始まっており、法曹、ビジネス、会計、知的財産、

公共政策、公衆衛生など様々な分野で、既設の専攻からの改組転換や新設も含め専門

職大学院の整備が急速に進んでいる。

○ 教員養成の分野についても、１で指摘した大学院段階での教員養成の課題を克服す

るためには、大学院の諸機能を整理し、アカデミック・コースとして各分野における

深い学問的知識・能力の育成等に重点を置くものや、専門職大学院制度を活用してプ

ロフェッショナル・コースとして学校現場における実践力・応用力など教職としての

高度な専門性の育成に重点を置くもの等に区分し、その上で、各大学の方針に基づき

コースの選択と必要な教育体制が整備されることが必要である。

このため、専門職大学院制度の中に教員養成の専門職大学院として必要な枠組みを

整備することにより、専門職大学院制度を活用し教員養成分野の改善・充実を図るこ

ととする。

○ なお、学校現場において教職としての高度の専門性を発揮するためには、その背景
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としての十分な学問的知識・能力に基づく授業の展開力等を伴うことが重要であるこ

とはいうまでもない。専門職大学院制度の活用に当たっては、現在の学校現場が直面

する課題に対応し得る実践力・応用力の育成という共通の目標の下に、いわゆる「教

科専門」としての専門性が教職としての高度な専門性を裏打ちし、形成するものとな

ることが期待される。

○ また、教員養成における専門職大学院の活用に当たり、我が国の教員養成が「開放

制」の原則の下に、一般大学・学部と教員養成系大学・学部とがそれぞれ特色を発揮

して行われ、人材を幅広く教育界に求めてきた実績を踏まえ、引き続き「開放制」の

原則の下、教員としての基礎的・基本的な資質能力の育成は学部段階で行われること

を基本としつつ、大学院段階の教員養成・再教育の格段の充実を図るための有力な方

策の一つとして、各大学の判断により専門職大学院制度が活用されることが適当であ

る。

３．教員養成分野において専門職大学院に期待される主な目的・機能

○ 近年の少子化により、一部の都市部を除いて学校が小規模化し、１学年１学級の学

校も珍しくなくなっており、学年主任等が他の教員を指導する機能が低下し、また同

じ教科を専門とする教員も同一学校内に少なくなっている。このような中で、教員が

互いに指導力を向上させ、教員全体としての指導力の維持・向上を図るためには、学

校内のみならず広く地域単位で中核的な役割を果たし得る教員が求められている。

○ また、教育指導体制に関連し、現在の教員の年齢構成を見ると、大量採用期の４０

歳代から５０歳代前半の層が多く、いわゆる中堅層以下の世代が極端に少ないことか

ら、今後、大量採用期の世代が退職期を迎えていく中で、量及び質の両面から、優れ

た教員を養成・確保することが極めて重要になっている。

○ さらに、教科等における指導力を見ても、これまでの学級単位の指導から、グルー

プ指導、少人数指導、習熟度別指導などクラスの枠を超えて多様な学習集団に対応し

た指導方法に関する理解や、総合的な学習の時間の実施、選択教科の拡充など教科の

枠を超えた教科指導に関する理解が必要になっており、こうした多様な指導形態・指

導方法を円滑かつ効果的に実践できる教員が求められている。

○ このような教員への様々な要請や、各大学における大学院段階での取組みの実績等

を考慮すると、当面、教員養成分野における専門職大学院については、

ア）現場での一定の教職経験を有する現職教員を対象に、地域における指導的役割を

果たし得る教員として、また、将来の指導主事や学校の管理者として、不可欠な確

かな指導理論と優れた実践力・応用力を備えたスクールリーダーの養成、

イ）学部段階で教員としての基礎的・基本的な資質能力を修得した者の中から、更に
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より実践的な指導力・展開力を備え、新しい学校づくりの即戦力となる新人教員の

養成、

の目的・機能が特に期待される。

（なお、本報告における「スクールリーダー」とは、例えば校長・教頭等の管理職な

ど特定の職を指すものではなく、上記のような社会的背景の中で、学校単位や地域

単位の教員組織・集団の中で、中核的・指導的な役割を果たすことが期待される教

員である ）。

○ また、こうした機能の一環として、教員免許状を持たないまま大学を卒業し様々な

社会経験を経た者等が、改めて教職を目指す場合の一つの有力な養成機関としての機

能についても、学部の機能を活用しつつ各大学の判断・工夫により対応することが期

待される。

このため、現時点においては、こうした機能も視野に入れつつ、ア）及びイ）の目

的・機能を担う専門職大学院（以下「教職大学院」という ）に共通的に必要な要件。

等を検討する必要がある。

○ 一方、上記の目的・機能のほか、隣接するものとして、例えば、

ウ）小・中・高等学校等の管理者等に必要な高度なマネジメント能力に特化した養成

機能、

エ）大学等高等教育機関の管理者や高等教育政策担当者の養成機能、

） 、オ 国際的な開発教育協力の専門家など幅広い教育分野の高度専門職業人の養成機能

等が考えられ、今後、その重要性が高まることも予想される。

○ こうした機能・目的については、当面、社会的な要請を踏まえた個別大学の主体的

な検討により、一般の専門職大学院として設置することも含め、先導的で、意欲的な

取組みが多様に展開され、一定の実績が蓄積されることがまず重要であり、今後、そ

うした実績の蓄積を見ながら、必要に応じて共通的に必要な要件等を整理することが

適当である。
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Ⅱ．専門職大学院制度の活用における具体的方策

１．教職大学院の制度設計

（１）制度設計の基本方針

① 教職に求められる高度な専門性の育成に特化

学部段階で養成される教員としての基礎的・基本的な資質能力を前提に、今後の

学校教育の在り方を踏まえた新しい教育形態・指導方法等にも対応し得る知識・技

術や、様々な事象を構造的・体系的にとらえることのできる能力など、教職に求め

られる高度な専門性を育成することを目的として特化する。

② 「理論と実践の融合」を実現

高度専門職業人の養成を目的とする大学院段階の課程として、綿密なコースワー

クと成績評価を前提に、理論・学説の講義に偏ることなく実践的指導力を育成する

体系的で効果的なカリキュラムを編成するとともに、実践的な新しい教育方法を積

極的に開発・導入することにより、これらにより「理論と実践の融合」を強く意識

した教員養成プログラムの実現を目指す。

③ 確かな「授業力」と豊かな「人間力」を育成

学級運営・学校運営の基本ともいうべき確かな「授業力」を徹底して育成するた

め、理論とともに、従来の学部・大学院教育が軽視しがちであった教育技術面を重

視するとともに、その前提として、児童・生徒や保護者、さらには地域住民等との

コミュニケーション能力をはじめとする教職に求められる豊かな「人間力」の育成

を目指す。

④ 「学校現場 「デマンド・サイド」との連携を重視」

学校現場をはじめとするデマンド・サイド（教員採用側）との意思疎通を特に重

視し、カリキュラム、教育方法、履修形態、指導スタッフ、修了者の処遇、情報公

開、第三者評価など大学院の運営全般にわたって、大学院と学校現場との強い連携

関係を確立する。

⑤ 第三者評価等による不断の検証・改善システムを確立

教育内容・方法や指導体制をはじめ大学院運営の全般にわたり、大学関係者、学

校関係者、地方教育行政担当者等から構成される専門の認証評価機関による５年ご

との第三者評価（認証評価）を実施することなどを通じ、不断の検証・改善システ

ムを構築し、優れた教員養成の質の保証を図る。

（２）主として設置基準に関連する事項について
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① 課程の目的

○ 専門職大学院の課程の目的は、専門職大学院設置基準上 「高度の専門性が求、

められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培うことを目的とする」

とされている。ただし、法科大学院については、同設置基準上 「専ら法曹養成、

のための教育を行うことを目的とする」と特に規定されている。

○ 教職大学院については、上記Ⅰ.３．の目的・機能を前提とすれば、設置基準

上は 「専ら教職の養成又は研修のための教育を行うことを目的とする」などの、

共通的な目的規定を整理する。

、 、 、その上で 各大学の責任において 大学としての特色や得意領域等を考慮し

また、学校関係者等の意向を十分踏まえ、対象とする学生層や養成を目指す教職

像など当該課程の具体的な教育目標・方針等を明確に設定することが適当であ

る。

② 標準修業年限

○ 専門職大学院の標準修業年限は、専門職大学院設置基準において２年とされて

いる。ただし、学生の履修コース等として１年の短期履修コースや長期在学コー

スの設定が可能であり、また、専攻分野の特性により特に必要があると認められ

る場合に限り、１年以上２年未満の標準修業年限を設定することができるとされ

ている（ただし、現在まで具体の事例はない 。）

○ なお、法科大学院については、専門職大学院設置基準において特に３年と規定

されているが、法学既修者については、各大学院の判断で１年を超えない範囲で

在学したとみなすことができるとする規定も置かれているため、実際には、各法

科大学院において、未修者を対象とする３年の履修コースと、既修者を対象とす

る２年の履修コースが設定されている。

○ 教職大学院については、従来の修士課程における現職教員の再教育や学部新卒

者の受入れ実績等を考慮し、標準修業年限としては、一般の専門職大学院と同様

２年とする。

○ その上で、各大学の判断・工夫により、現行の設置基準を活用して、現職教員

の履修の便宜等に配慮した短期履修コース（例えば１年コース）や長期在学コー

ス(例えば３年コース)の開設、更には、学部での免許状未取得者を対象に、専門

職大学院に在学しつつ、その履修と併行して学部の教職科目を履修できる長期在

学コースの開設などが期待される。
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③ 修了要件

、 、 、○ 専門職大学院の修了要件は 専門職大学院設置基準において ２年以上在学し

当該専門職大学院が定める３０単位以上の修得その他の教育課程を修了すること

、 、 。とされており 研究指導を受けることや 論文審査の合格は必須とされていない

なお、特に法科大学院については、３年以上在学し、９３単位以上を修得する

こととされている。ただし、法学既修者は、各大学院の判断で、在学期間は１年

を超えない範囲内で、また、単位数は３０単位を超えない範囲内で軽減すること

ができるとされており、その結果、法学未修者は３年、法学既修者は２年の修了

要件が一般化している。

○ 教職大学院については、研究者養成を目的とせず、高度専門職業人としての教

職の養成・研修に特化した教育を行うという課程の目的にかんがみ、修了要件と

しては、研究指導等を要しないこととし、一定期間の在学及び必要単位数の修得

のみで足りるとすることが適当である。

その場合、必要単位数については、Ⅱ.１.（２）⑤「教育課程」で示すカリキ

ュラムの構成を踏まえ、また、既設の専門職大学院が履修単位を４０単位から５

０単位程度としている例が多いことなども考慮し、専門職大学院設置基準におい

て４５単位以上と規定する。

○ また、特に実践的な指導力の強化を図る観点から、修了要件として必要な単位

数のうち１０単位以上は、学校における実習によることとするとともに、教職と

しての一定の現職経験のある学生については、入学前の教職経験を考慮し、大学

の判断で、１０単位の範囲内で、教職経験をもって教職大学院における実習とみ

なすこともできるようにする。

④ 入学者選抜

○ 専門職大学院の入学者選抜については、専門職大学院設置基準上、一般的な規

、 、 、（ ）定は設けていないが 特に法科大学院については 入学者選抜に当たって ア

入学者のうち法学部以外の出身者又は実務経験者の割合が３割以上になるよう努

、（ ） 、 、めること イ 同割合が２割に満たない場合 選抜の実施状況を公表すること

と規定し、これらにより多様な知識又は経験を有する者を入学させるよう努めな

ければならない、との努力義務規定が専門職大学院設置基準等により定められて

いる。また、このため、入学者の適性を適確かつ客観的に評価するよう特に規定

している。

これは、法科大学院が、今回の一連の司法制度改革後の新しい法曹養成制度に

おいて、中核的な法曹養成機関として位置付けられたことから、法曹界に多様な

バックグラウンドを有する人材を多数受け入れるために、あえて設置基準等にお

いて入学者選抜に関する努力義務規定を定めたものである。
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○ 教職大学院については、Ⅰ．３．で指摘したように、各大学の判断により、教

員免許状を持たないまま大学を卒業し様々な社会経験等を経た者が、改めて教職

を目指す場合の一つの有力な養成機関としての機能を併せ持つことも期待される

が、他方、我が国の教員養成制度が、専門職大学院制度の活用後も引き続き「開

」 、 、 、放制 の原則を維持し 学部段階で幅広く教職への道が用意されること 更には

教員免許状は持たないが優れた知識経験や技術を有する社会人を教職に受け入れ

るための特別免許状制度や特別非常勤講師制度が既に導入されており、今後とも

その積極的な活用が期待されていることなどを考慮すれば、教員養成の専門職大

学院に対し、教員免許状を持たない者など多様な学生の受入れを法令で義務付け

るような対応は適当ではない。

○ このため、入学者選抜については、設置基準上は特段の制限規定を定めないこ

ととし、各大学の責任において、課程の具体的な教育目標に基づくアドミッショ

ン・ポリシー(入学者受入方針）を明確にし、将来の中核的・指導的な教員に相

応しい資質能力・適性を適確に判断し得るよう入学者選抜を工夫するとともに、

各大学による自己点検・評価、さらには大学関係者、学校関係者、地方教育行政

担当者等により構成される専門の認証評価機関による事後的な第三者評価を通じ

て、その検証と改善を促していくことが重要である。

⑤ 教育課程

○ 専門職大学院の教育課程については、専門職大学院設置基準上 「教育上の目、

的を達成するために専攻分野に応じ必要な授業科目を開設し、体系的に教育課程

を編成する」と定められている。

、 、 、ただし 法科大学院については 専門職大学院設置基準に基づく告示において

（ア）法律基本科目(憲法、行政法、民法、商法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟

法に関する分野の科目 （イ）法律実務基礎科目（法曹としての技能・責任その）、

他の法律実務に関する基礎的な分野の科目 （ウ）基礎法学・隣接科目（基礎法）、

学に関する分野又は法学と関連を有する分野の科目 （エ）発展・先端科目（先）、

端的な法領域に関する科目、法律基本科目以外の実定法に関する多様な分野の科

目 、のすべてにわたって授業科目を開設するとともに、学生の履修がいずれか）

に過度に偏ることのないよう配慮すると定められている。

○ 教職大学院については、学校現場における中核的・指導的な教員に必要な資

質・能力を育成することを目指し、学校教育に関する理論と実践との融合を強く

意識した体系的な教育課程を編成すべきことを設置基準等で明確にする必要があ

る。その場合、各教職大学院が、その特色や得意領域等を考慮し、また、学校現

場をはじめとするデマンドサイドの意向を十分踏まえた上で、特色ある教育課程

を柔軟に編成できるよう、弾力的・大綱的な基準とすることにも留意する必要が

ある。
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、 、○ 具体的には 各教職大学院において体系的に開設すべき授業科目の領域として

（ア）教育課程の編成・実施に関する領域 （イ）教科等の実践的な指導方法に、

関する領域 （ウ）生徒指導、教育相談に関する領域 （エ）学級経営、学校経営、 、

に関する領域 （オ）学校教育と教員の在り方に関する領域、を専門職大学院設、

置基準に基づく告示に定め、教職大学院はそのすべての領域にわたり授業科目を

開設し、体系的に教育課程を編成することとする。

○ また、上記各領域の履修について、学校の小規模化等の中で、スクールリーダ

ーたる教員は幅広い分野において指導性を発揮することが求められることから、

学生はすべての領域にわたり履修することとするが、各領域ごとの履修単位数の

配分については、各大学院における設定に委ねることとする。

○ また、Ⅱ.１.（２）③「修了要件」で述べたように、学部段階における教育実

習を更に充実・発展し、特に実践的な指導力の強化を図る観点から、１０単位以

上の学校における実習を含めるとともに、教職としての一定の教職経験のある学

生については、入学前の教職経験を考慮し、大学の判断により、１０単位の範囲

内で、教職経験をもって教職大学院における実習とみなすこともできるようにす

る。

○ 各教職大学院における具体的な教育課程は、専門職大学院設置基準等により規

定される上記教育課程の基準に基づき、各専門職大学院の特色や得意領域、教育

目標により編成されることとなるが、教職大学院の制度創設に当たり、高度専門

職業人養成の観点から、各大学・教員間において教員養成に関する共通的な認識

を醸成し、教員の質を高めていくためには、教員養成関係者において、モデル的

な教員養成カリキュラムを作成することが効果的であり、関係者の努力を促すと

ともに、国として適切な支援を行うことが必要である。

⑥ 教育方法

○ 専門職大学院の教育方法については、専門職大学院設置基準上 （ア）事例研、

究、現地調査、双方向・多方向の討論、質疑応答等の適切な方法により授業を行

うこと （イ）学生に対し、授業の方法、内容、年間授業計画、学修評価・修了、

認定基準をあらかじめ明示すること （ウ）学生が１年間又は１学期に科目登録、

できる単位数の上限を定めること （エ）授業を行う学生数は、授業の方法、施、

設設備等諸条件を考慮し、効果が十分にあがる適当な人数とすること、などが定

められている。

なお、法科大学院については （ア）学生が科目登録できる単位数の上限は、、

１年に３６単位を標準とすること （イ）授業を行う学生数を少人数とすること、

を基本とし、法律基本科目においては５０人を標準とすること、が特に定められ
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ている。

○ 教職大学院については、少人数で密度の濃い授業を基本としつつ、理論と実践

の融合を強く意識した新しい教育方法を積極的に開発・導入することが必要であ

る。

具体的には、例えば、ケーススタディ、シミュレーション授業、授業観察・分

析 ロールプレイ 各種のインターンシップ ＰＢＬ プロジェクト・ベースド・、 、 、 （

ラーニング）などの教育方法を積極的に開発・導入することが必要である。

設置基準上は、基本的には、一般の専門職大学院に適用されている基準を適用

する。

⑦ 履修形態

、 、 、 、○ 専門職大学院の履修形態は 一般の大学院と同様に 昼夜開講制 夜間大学院

長期休業期間中の集中コース、ｅラーニングによる遠隔授業、サテライト教室の

利用、科目等履修制度など、弾力的な履修形態が可能となっている。

○ 教職大学院の場合も、特に現職教員が職務に従事しながら履修できるよう、履

修形態について特段の配慮・工夫を行うことが望ましく、設置基準上は、一般の

大学院、専門職大学院と同様の基準を適用する。

⑧ 免許状を保有しないで入学する学生の扱い

○ 学部での免許状未取得者については、教職大学院在学中に、所定履修単位のほ

か、一種免許状取得に必要な所要単位を修得することが必要となる。この履修に

当たっては、学部での開設科目のほか、教職特別課程において履修することが可

能である。この履修については、各大学の判断・工夫により、大学院の履修と併

行して履修することとしたり、あるいは当該履修と専門職大学院の課程とを合わ

せて長期在学コースを設けたりすることも可能である。

⑨ 教員組織

（ア）専任教員

○ 専門職大学院の教員組織については、専門職大学院設置基準等において、専門

分野に関し高度の教育上の指導能力がある専任教員を一定数以上置くこととさ

れ、分野・規模に応じて具体的な算出基準が設けられている。なお、専門職大学

院の必要専任教員（設置基準等で示される最低必要数分）は、原則として学士課

程・修士課程の必要専任教員数に算入することができないこととされている。

○ 教職大学院については、大学院設置基準により定められる修士課程（教員養成
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系）の学校教育専攻の研究指導教員及び研究指導補助教員の数を基礎として上記

算出基準により算定し、最低限必要な専任教員数は１１人とする。

○ なお、専門職大学院設置基準において、制度発足当初における学部教育等との

関連性や優秀な教員の確保の必要性等の観点から、平成２５年度までの間、専任

教員のうち３分の１を超えない範囲で、学士課程・修士課程の必要専任教員数に

算入することができるものとされており、教職大学院においても同様の基準を適

用する。

（イ）実務家教員

○ 専門職大学院設置基準では、専門職大学院の必要専任教員のうち３割以上は、

専攻分野に関し５年以上の実務経験を有し、高度の実務能力を有する者とされて

いる。

なお、法科大学院の場合は、課程修了後、司法試験を経てさらに司法修習が予定

されており、法科大学院が直ちに法曹として活動するために必要なすべての教育

を行うものではないこと等を踏まえ、実務経験者の比率をおおむね２割以上と定

めている。また、実務経験者は、法曹としての実務経験を有する者を中心に構成

すると特に規定している。

○ 教職大学院についても、Ⅰ．１．で指摘したような現行の教員養成システムに

おける問題点（ 教職経験者による指導が少ない ）の反省に立ち、学校教育に関「 」

する理論と実践の融合を図るためには、専任教員のうちの相当割合の者について

は、教職等としての実務経験を有する実務家教員とすることが重要である。

特に 教職大学院については 一般的に学部段階において教員としての基礎的・、 、

基本的な資質能力が養成されるという我が国の教員養成システムを前提に、より

実践的な内容を教授する必要があることから、実務経験を有する者の役割がより

重要となる。

このため、教職大学院においては、必要専任教員に占める実務家教員の比率を

おおむね４割以上とする。

○ 実務家教員の範囲については、優れた指導力を有する教員や指導主事、教育セ

ンター職員等学校教育関係者や校長等管理職などの経験者が中心になることが想

定されるが、それのみならず、医療機関、家庭裁判所や福祉施設など教育隣接分

野の関係者、また例えばマネジメントやリーダーシップなどに関する指導につい

ては民間企業関係者など、幅広く考えられる。

各大学院においては、各授業科目に応じ、実務の専門的識見・経験をもとに、

知見を理論化し適切に教授できる実務経験者を採用することが求められる。

○ なお、専任教員以外の教員についても、授業科目・内容により例えば非常勤の
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教員として実務経験者を積極的に活用することも有効である。

（ウ）ＦＤ（ファカルティ・ディベロップメント）

○ 専門職大学院の教育水準を確保する上で、直接の教育活動を担う教員の質の確

保が重要であり、専門職大学院設置基準では、各専門職大学院は、授業の内容・

方法の改善のための組織的な研修・研究を実施する旨定められている。

○ 教職大学院でも、具体的には、例えば、学生による授業評価、教員相互の授業

評価（ピアレビュー 、教員グループによる教材の選定・開発、教育委員会等と）

協力した研修など ファカルティ・ディベロップメント ＦＤ を積極的に開発・、 （ ）

導入することが必要であり、専門職大学院設置基準上は、一般の大学院、専門職

大学院と同様の基準を適用する。

⑩ 連携学校等

○ 現在の専門職大学院設置基準には、関連機関との連携に関する特段の規定は置

かれていないが、教員養成の専門職大学院の場合、長期にわたる実習や現地調査

など学校現場を重視した実践的な教育を進める上で、一般の小・中学校等との間

で連携協力関係を結ぶこと(連携協力校の指定）が重要である。

○ 現在、大学設置基準では、教員養成系学部は附属学校の設置が義務付けられて

いるが、教職大学院の場合は、大学・学部が附属学校を設置している場合、その

積極的な活用は当然の前提としつつ、附属学校以外の一般校の中から連携協力校

を指定することを専門職大学院設置基準上義務付ける。

○ また、連携協力校以外にも、民間企業、関係行政機関、教育センターなど様々

な関係機関と連携することにより、教育内容・方法の改善や指導体制の充実を図

ることが望ましい。

⑪ 大学院の形態

○ 大学院について、既に大学間の協力による連合大学院制度や、大学以外の専門

的試験調査研究機関のスタッフを大学院の基幹的スタッフとして活用する連携大

学院制度が導入され、成果を挙げており、教職大学院についても、このような仕

組みを活用することが考えられる。

○ 特に、各都道府県・政令指定都市には教育センターが設けられ、学校教育実践

に係る実証的な調査研究や教員研修において大きな役割を果たし、専門的スタッ

フも育成してきていることを踏まえ、これらの専門的スタッフを教職大学院の基
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幹的教員として活用することも、理論と実践の架橋を目指す教育を実現する方策

の一つとして考えられる。

このため、設置基準上の実務家教員の取扱いにおいても、このような教育セン

ターの専門スタッフの活用をも念頭に置いた運用が考えられる。

なお、このような形態での大学院の運営に当たっては、責任体制が損なわれる

ことのないよう連携体制などに十分な配慮が必要である。

⑫ 学位の種類

○ 専門職大学院の修了者に授与される学位は、学位規則上 「修士（専門職 」と、 ）

されている。

ただし、特に法科大学院については、学位の国際的な通用性等も考慮し、アメ

リカの「Ｊ.Ｄ」に相当する学位として 「法務博士（専門職 」と定められてい、 ）

る。

○ また、アメリカの大学のスクール・オブ・エデュケーションでは、教育課程・

コースが研究者養成向きのアカデミック・プログラムと高度専門職業人向けのプ

ロフェッショナル・プログラムに分かれ、このうち後者の修了者に対しては、主

に教師を対象としたＭ.Ｅｄ（修士レベル）や、学校管理者や行政担当者を対象

としたＥｄ.Ｄ（博士レベル）が授与されている。

○ 教職大学院の場合、学位の国際的な通用性等も考慮し、上記「Ｍ.Ｅｄ」に相

当するものとして 「教職修士（専門職 」等の特定の専門職学位を学位規則にお、 ）

いて定める。

⑬ 評価等

○ 現在、国公私立の大学は、大学設置基準において、教育研究等の状況について

自己点検・評価を行い、その結果を公表することが義務付けられるとともに、７

年ごとに大学の教育研究等の総合的状況について、国が認証した評価機関(認証

評価機関)による外部評価(認証評価)を受けることが義務付けられている。さら

に、専門職大学院の場合は、これらに加えて、５年ごとに分野ごとの認証評価を

受けることも義務付けられている。

○ 教職大学院においても、中核的・指導的な教員の養成・研修の場としての水準

、 、の維持・向上を図るため 大学としての自己点検・評価や認証評価が重要であり

一般の専門職大学院に適用されている基準を適用する。

また、専門職大学院制度発足と同時に認証評価が発足・機能するよう、大学関

係者、学校関係者、地方教育行政担当者等により構成される専門の認証評価機関

を速やかに創設し、その評価等を踏まえた不断の改善を促すシステムを構築する



- 15 -

よう関係者の努力を促すとともに、国として必要な支援をする必要がある。

⑭ 名称

○ 上記の諸要件を備えた大学院については、法科大学院と同様に、共通の名称と

「 」 。して 教職大学院 と称することができるよう専門職大学院設置基準に規定する

（３）設置基準以外の関連事項について

① 整備の方針

○ 教職大学院の制度創設については、現在の学校教育を巡る現状、特に力量ある

教員の養成に対する社会的要請にかんがみ、早ければ平成１９年４月の開設が可

能となるよう、専門職大学院設置基準等関係規程の改正を行う方向で準備を進め

ることとする。

○ 教職大学院の整備に当たっては、国公私立を通じ、各大学において主体的に設

置構想が検討されることが前提となるが、このうち国立大学については、財政基

盤が国からの財政支出に依存していることを踏まえ、実践的な指導力を有する教

員の養成について、特に優れた実績を有するとともに、意欲的で、かつ、真に他

の大学のモデルとなる設置構想と計画を実現し得る大学から整備を行うこととす

る。

② 管理運営

○ 教職大学院においては、Ⅱ．１ （１）③で述べたとおり 「学校現場 「デマ． 、 」

ンド・サイド」との連携を重視する観点から適正な運営を確保するため、従来の

運営体制にこだわらず、学校関係者等現場サイドとの密接な連携関係を管理運営

体制の中にビルト・インするとともに、教育現場や社会の変化に柔軟に対応し得

る機動的なマネジメント・システムを大学院として確立することが重要である。

③ 支援方策

○ 教職大学院制度を活用した教員養成システムの充実、発展を目指すためには、

各大学における積極的な取組みとともに、国においても、現行の学部・大学院制

度における教員養成システムの更なる改善を強力に促進するための検証・支援の

、 、ための方策の強化を図りつつ 質の高い教職大学院の設置を促進するための方策

教職大学院の前提となる専門職大学院制度の基盤作りを推進するための方策、更

には、実際に設置された教職大学院のうち他大学のモデルとなり得る特色ある優

れた取組みを促すための方策など、各般にわたる強力な支援策を講じていくこと
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が不可欠である。

④ 免許状の種類

○ 教職大学院の修了者に対する免許状については、

（ア）現在の免許制度は、取得した学位の種類（水準）を基礎資格として免許状

の種類を設定しているが、専門職大学院の学位は従来の学位と異なる種類で

ある一方、入学要件等にかんがみれば課程の水準・位置付けは修士課程相当

であること、

（イ）教職大学院における履修内容について設置基準上一定の枠組みが設けられ

るが、その内容は、専修免許状が取得要件としている「教科又は教職に関す

る科目」の概念の範囲内であると考えられること、

（ウ）専門職大学院については、現在でも、修士課程相当の課程として、専修免

許状を取得することが可能な教職課程として取り扱われていること、

などを考慮すると、新たな免許状を創設するよりも、むしろ現行の専修免許状を

活用する方向を中心に検討することが適当ではないかと考えられる。

○ ただし、

（ア）新たな免許状制度を創設した場合の他の免許状との関係は、免許制度全体

の中での位置付けの観点から議論する必要があること、

（イ）教員養成の専門職大学院修了者に対する免許状は、現在免許制度ワーキン

ググループで検討中の免許更新制との関係についても考慮に入れつつ検討す

る必要があること、

（ウ）その他、専修免許状の在り方や新免許状の在り方などについては、法制上

のより慎重な検討も必要であること、

など、教員免許制度全体の中で整理すべき課題が多いため、免許状の取扱いにつ

いては、引き続き教員養成部会において、上記の観点等を踏まえ、総合的見地か

ら検討し、結論を得る必要がある。

⑤ 初任者研修等との関係

、 （ ）○ 公立の小学校等の教諭の初任者研修については 教職大学院が上記Ⅱ.１. ２

③のように、修了要件のうち一定の単位（例えば１０単位＝３００～４５０時間

の実習時間に相当）以上は、学校における実習によることとする旨専門職大学院

設置基準等で規定することを踏まえれば、その修了生については任命権者の判断

により初任者研修の全部又は一部について免除することができることとする。

○ 公立の小学校等の教諭の１０年経験者研修については、一律に修得すべき内容

を定めているものではなく、各教員に応じた多様なものであり、これまでも任命

権者の判断により修士課程が活用されていたが、教職大学院の課程についても上
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．（ ） 「 」、 ．（ ） 「 」、 ．（ ） 「 」記Ⅱ ２ ② 修業年限 Ⅱ ２ ③ 修了要件 Ⅱ ２ ⑤ 教育課程

等から、個々人の能力・適性等に応じた研修の場として積極的に活用することが

期待される。

⑥ 修了者の処遇

○ 修了者の処遇については 具体的には 校長・教頭等学校における一定の職務・、 、

位置付け、給与面での処遇その他の取扱いが考えられる。

学校における一定の職務・位置付けについて、特に現職教員である教職大学院

修了者には、地域における指導的役割を果たす教員として活躍することが期待さ

れるが、これらの役割について、制度的に措置を講ずることは適当ではなく、修

了者の実績等を踏まえ、各教育委員会等において主体的に対応することが適当で

ある。

○ また、給与面の処遇については、現在、新卒者については採用学歴に応じて換

算され、また現職教員については経験年数に応じた扱いとされているものを、勤

務評価に基づくこととすることについて、各任命権者において検討されている。

教職大学院の修了者についても、この検討において、修了者の実績等を勘案しつ

つ、各任命権者において検討していくことが期待される。

○ さらに、修了者のうち新人教員については、例えば都道府県教育委員会等が行

う教員採用選考試験において、教職大学院における履修実態等を考慮し、通常の

採用選考方法とは異なる観点・方法で選考することなどの工夫も考えられるが、

これについては、各任命権者の責任において適切に検討していくことが期待され

る。

２．隣接する目的・機能を担う専門職大学院の整備方策

○ 教職大学院以外にも専門職大学院が果たすことが期待される隣接する目的・機能に

ついては、Ⅰ．３で述べたとおり、当面、先導的で、意欲的な取組みが展開され、一

定の実績が蓄積されることが重要であるが、これら専門職大学院において行われる教

育内容・方法の開発・充実等への優れた取組について、国として適切な支援を行うこ

とが必要である。

○ また、今回制度を創設する教員養成分野における、更に上位の専門職学位（前述Ｅ

ｄ.Ｄ相当）の課程の制度化については、専門職学位課程における制度の定着や取組

みの動向等を踏まえながら検討する必要がある。
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３．学部段階等における教員養成の着実な改善・充実のための方策

○ 教員養成システム全体の充実・強化を図るためには、Ⅰ．１．で述べたとおり、大

学院段階における養成・再教育の改善・充実とともに、学部段階における教員養成の

着実な改善・充実を図ることが不可欠である。

このため 大学において 資質の高い教員を養成するための教育内容・方法の開発・、 、

充実、実践性の高い取組み等を行う特色ある優れた取組みについて、国として引き続

き適切な支援を行う必要がある。

○ 教員養成における体系的なカリキュラムは、教員養成に携わる大学及び教員間にお

いて必ずしも確立しているとはいえない状況にある。教員養成に関する共通的な認識

を醸成するとともに、修了者たる教員についての一定の質の保証を図るためには、教

員養成関係者において、モデル的な教員養成カリキュラムを作成することが効果的で

あり、関係者の努力を促すとともに、国として適切な支援をする必要がある。

○ 大学・学部における教育が、力量ある教員を養成する上で効果的なものであるため

には、適切な評価システムを確立し、その結果を教員養成の改善に継続的につなげて

いくことが必要である。各大学・学部においては、自己点検・自己評価やその結果に

対する学外者による検証が進められているが、特に、デマンドサイドの視点に立つ大

学・学部としては、卒業者を採用している地域の教育委員会や学校の意見を積極的に

聞けるような体制を構築することなどにより、評価の客観性・実効性を高めることが

重要である。


